
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【物品購入の流れと検査補助者との関係】 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 平成 29年 1月 20日 

（
緊
急
時
の
検
査
） 

検査部局 

 

検収確認業務窓口の設置 

 本学における物品等の発注に基づく適正な給付の完了確認をするために検収確認業務窓口を 

（国立大学法人高知大学における公的研究費の不正使用の防止等に関する規則 第 12条） 

 

 

発 注 

検 

収 

確 

認 

業 

務 

窓 

口 

朝倉団地 

岡豊団地 

物部団地 

小津団地 

宇佐団地 

経理室 

総括係（旧物品係） 

（総合研究棟管理事務室） 

会計課 

物部総務課 会計係 

総務課 

小津地区事務室 

研究推進課 

附属病院 

（医療職員・栄養管理部職員） 

業 
 
 
 

者 

国立大学法人高知大学における会計機関の補助者の指定に関する規則の概要 

 

 

※ 教員が行う検査は教育・

研究及び診療上、必要とす

る物品等で、休日や勤務時

間外に納品されその日のう

ちに消費する物品及び遠隔

地で購入しその日のうちに

消費する物品で、５０万未

満に限る。 

学術情報課 

学術情報課 

医学部分館サービス係 

学術情報課 

物部分館サービス係 

教 員 

５０万未満に限る 

総務課 

人文社会科学事務室 

教育事務室 

理学事務室 

地域連携課 

産学官民連携推進係 

（教 員） 
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